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１ 災害廃棄物発生量等推計方法 

１－１．災害廃棄物発生量 

（１）発生量推計の基本的な考え方 

１）災害廃棄物発生量推計式の種類 

災害廃棄物発生量の推計式は、災害の規模（被害棟数により区分）や対象とす

る廃棄物（災害廃棄物全体量、片付けごみ発生量、津波堆積物）、災害の種類（地

震災害（揺れ）、地震災害（津波）、水害、土砂災害）に応じて、適当な推計式を

用いる。表１に推計式の種類とその適用範囲を示す。 

 

表１ 推計式の種類とその適用範囲 

 

 

２）災害廃棄物全体量 推計式【１】 

災害廃棄物全体量の推計は、発生原単位に損壊建物等の被害棟数を乗じること

で算出できる。推計に用いる各係数については、p.３の（２）において示す。 
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※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど

実態に合わせて半壊建物解体率を調整すること。 

 

災害廃棄物の発生量推計について、南海トラフ巨大地震における発生量推計の計算過

程を示す。他の災害についても同様の方法で推計を行う。 

＜推計計算例（南海トラフ巨大地震）＞ 

ａ＝81.3×0.5×0.929＋214.3×1.2×0.071＝56.02 

 

①揺れ・液状化 

Ｙ１＝1,310×56.02×0.75＋3,000×56.02×0.25＝97,055（小数点第 1 位四捨五入、以下同様） 

Ｙ２＝1,310×53.5＝700,85 

Ｙ＝167,140 

 

②土砂災害 

Ｙ１＝20×56.02×0.5＋30×56.02×0.1＝728 

Ｙ２＝20×164＝3,280 

Ｙ＝4,008 

 

③津波 

Ｙ１＝3,400×56.02×1＋630×56.02×0.25＝199,291 

Ｙ２＝3,400×82.5＝280,500 

Ｙ＝479,791  
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火災 

火災焼失 20 棟のうち、木造と非木造の棟数割合は「解体棟数の木造、非木造の内

訳」r1、r2 の係数を用いて按分し算出する。 

「火災焼失木造棟数＝20 棟×0.929＝19 棟（小数第一位四捨五入）」 

「火災焼失非木造棟数＝20 棟×0.071＝1 棟（小数第一位四捨五入）」 

火災時の発生原単位は、災害廃棄物全体量の推計に用いる係数の「建物発生原単位」

と「延床面積」を乗じた数値に災害廃棄物対策指針（技 14－２）で示される火災減量

率（木造減量率 34％、非木造減量率 16%）を除いた数値となる。 

「火災木造原単位＝0.5×81.3×66％＝27ｔ/棟（小数第一位四捨五入）」 

「火災非木造原単位＝1.2×214.3×84％＝216t/棟（小数第一位四捨五入）」 

 

火災時の災害廃棄物発生量は上記の原単位に棟数を乗じることで算出する。 

火災木造災害廃棄物発生量＝27t/棟×19 棟＝513t 

火災非木造災害廃棄物発生量＝216t/棟×1 棟＝216t 

④火災合計 729ｔ 

※火災の組成は全体割合が 99％であるため合計値はＹ（災害廃棄物全体量）と数値に

差が出る場合がある。 

 

①+②+③+④＝651,668ｔ 
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３）片付けごみ発生量 推計式【２】 

発災初動期に当面必要となる仮置場面積を求めるための片付けごみ発生量の推

計は、住家・非住家の被害棟数の合計に、片付けごみ発生原単位を乗じることで

算出できる。推計に用いる各係数については、p.３の（２）において示す。 

なお、災害廃棄物全体量と片付けごみ発生量を推計した結果、片付けごみ発生

量の方が多く推計された場合、安全側の準備・対応を行うため、片付けごみ発生

量を全体量として取り扱う。 

 
 

揺れ・液状化 

Ｃ＝（1,310＋3,000）×2.5＝10,775 

 

土砂災害 

Ｃ＝（20＋30）×1.7＝85 

 

津波 

Ｃ＝（3,400＋630）×2.5＝10,075 

 

①+②+③＝20,935t 

 

４）津波堆積物 推計式【３】 

津波堆積物の発生量の推計は、発生原単位に津波浸水面積を乗じることで算出

できる。推計に用いる各係数については、p.５の（２）において示す。 

津波堆積物の発生量は推計式【１】の災害廃棄物全体量には含まれない。 

 

 

Ｔ＝6,900,000×0.024＝165,600t 
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（２）災害廃棄物推計に用いる各係数 

災害廃棄物全体量、片付けごみ発生量及び津波堆積物の発生量を推計する際に

用いる各係数を表２～表６に示す。 

 

表２ 災害廃棄物全体量の推計に用いる各係数 

 

※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定す

るなど実態に合わせて半壊建物解体率を調整すること。 

 

表３ 片付けごみ発生量の推計に用いる各係数 
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表４ 津波堆積物の発生量の推計に用いる各係数 

 

 

表５ 災害廃棄物全体量の推計式に用いる１棟当り床面積（都道府県別） 
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表６ 災害廃棄物全体量の推計式に用いる解体棟数の木造・非木造比率 

 

 

（追補）火災焼失に伴う災害廃棄物の発生量の算定方法 

「巨大災害時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて 中間とりま

とめ」（平成 26 年３月、環境省、巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委

員会）（以下、「グランドデザイン」という。）では、災害廃棄物が地域に与える影

響を概略的に把握するため、火災焼失に伴う災害廃棄物の発生量は、設定した発

生原単位に火災焼失に伴う建物の減量率（木造の場合は 34％、非木造の場合は

16％）を掛け合わせることにより算定する方法が示されている。 

なお、以下では減量率を用いた算定手法を示したが、後述の「６．過去の災害

における災害廃棄物の発生量及び組成」において、実際の過去の事例「（７）平成

28 年新潟県糸魚川市大規模火災」も示した。 
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（３）災害廃棄物の組成割合 

災害廃棄物の組成別の発生量の推計は、推計した発生量の合計値に、組成割合を乗

じることにより推計する。災害廃棄物の組成を設定するにあたって参考となる過去事

例として、比較的規模の大きな災害の事例は、災害廃棄物対策指針技術資料【14-2】

に示されているため、災害の種類や規模に応じて適当な事例を参考する。 

本計画では、地震災害においては平成 28 年熊本地震、水害においては平成 30 年７

月豪雨（岡山県）、土砂災害においては平成 30 年７月豪雨（広島県）、火災について

は平成 28 年新潟県糸魚川市大規模火災での組成割合を用いて推計している。以下に

それぞれの組成割合を示す。 
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表 ７災害廃棄物発生量の組成 

災害種類 過去事例 組成割合 

地震 

（揺れ・液状化） 

 

 

平成 28 年熊本地震 

 

地震 

（津波） 

平成 23 年３月東日本大震災  

 

 

 

 

 

水害 

 

 

平成 30 年７月豪雨 

（岡山県） 

 

 

 

 

 

 

土砂災害 平成 30 年７月豪雨 

（広島県） 

 

 

 

 

 

 

火災 

 

 

 

平成 28 年新潟県糸魚川市大

規模火災 

 

 

 

 

※火災の組成は全体割合が 99％であることに留意する 

出典：災害廃棄物対策指針【技術資料 14-２】（令和５年４月改定 環境省） 

  

項目 揺れ・液状化

柱角材 15.3%

可燃物 5.4%

不燃物 30.0%

コンクリートがら 48.5%

金属くず 0.8%

項目 水害

柱角材 8.6%

可燃物 8.5%

不燃物 21.3%

コンクリートがら 30.0%

金属くず 1.4%

その他 1.2%

土砂 29.0%

項目 土砂災害

柱角材 2.4%

可燃物 5.7%

不燃物 3.0%

コンクリートがら 3.2%

金属くず 0.3%

その他 14.9%

土砂 70.5%

項目 津波

柱角材 5.0%

可燃物 17.0%

不燃物 30.0%

コンクリートがら 41.0%

金属くず 3.0%

その他 4.0%

項目 木造・非木造

柱角材 2.3%

可燃物 0.4%

燃えがら 39.3%

コンクリートがら 53.8%

金属くず 4.1%
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１－２．し尿発生量及び仮設トイレ必要基数 

（１）し尿収集必要量 

し尿収集必要量は、①仮設トイレを必要とする人数と②非水洗化区域のし尿収

集人口の合計にし尿計画１人１日平均排出量を乗じて推計する。 

 

 
（２）仮設トイレの必要基数 

仮設トイレの必要基数の推計式（例）を以下に示す。 
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＜推計計算結果＞ 

①南海トラフ巨大地震 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

項　目 単位 1週間後 項　目 単位 1週間後

総人口 人 17,237 ③１人１日平均排出量 Ｌ/人・日 1.70

水洗化人口 人 15,874
断水による

仮設トイレ必要人数
人 3,066

上水道断水率 ％ 92.0% ①仮設トイレ必要人数 人 13,066

汲取人口 人 1,363
①+②災害時における
し尿収集必要人数

人 13,638

避難所避難者数 人 10,000 仮設トイレ必要基数 基 167

②非水洗化区域
し尿収集人口

人 572 し尿収集必要量 L/日 23,185

項　目 単位 1カ月後 項　目 単位 1カ月後

総人口 人 17,237 ③１人１日平均排出量 Ｌ/人・日 1.70

水洗化人口 人 15,874
断水による

仮設トイレ必要人数
人 3,893

上水道断水率 ％ 62.0% ①仮設トイレ必要人数 人 7,493

汲取人口 人 1,363
①+②災害時における
し尿収集必要人数

人 8,572

避難所避難者数 人 3,600 仮設トイレ必要基数 基 96

②非水洗化区域
し尿収集人口

人 1,078 し尿収集必要量 L/日 14,572

項　目 単位 1日後 項　目 単位 1日後

総人口 人 17,237 １人１日平均排出量 Ｌ/人・日 1.70

水洗化人口 人 15,874
断水による

仮設トイレ必要人数
人 4,033

上水道断水率 ％ 98.0% 仮設トイレ必要人数 人 12,333

汲取人口 人 1,363
災害時における

し尿収集必要人数
人 13,040

避難所避難者数 人 8,300 仮設トイレ必要基数 基 158

非水洗化区域
し尿収集人口

人 707 し尿収集必要量 L/日 22,167
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②日向灘北部地震 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

項　目 単位 1日後 項　目 単位 1日後

総人口 人 17,237 １人１日平均排出量 Ｌ/人・日 1.70

水洗化人口 人 15,874
断水による

仮設トイレ必要人数
人 5,753

上水道断水率 ％ 89.0% 仮設トイレ必要人数 人 8,953

汲取人口 人 1,363
災害時における

し尿収集必要人数
人 10,062

避難所避難者数 人 3,200 仮設トイレ必要基数 基 115

非水洗化区域
し尿収集人口

人 1,110 し尿収集必要量 L/日 17,106

項　目 単位 1週間後 項　目 単位 1日後

総人口 人 17,237 ③１人１日平均排出量 Ｌ/人・日 1.70

水洗化人口 人 15,874
断水による

仮設トイレ必要人数
人 4,007

上水道断水率 ％ 62.0% ①仮設トイレ必要人数 人 7,207

汲取人口 人 1,363
①+②災害時における
し尿収集必要人数

人 8,317

避難所避難者数 人 3,200 仮設トイレ必要基数 基 92

②非水洗化区域
し尿収集人口

人 1,110 し尿収集必要量 L/日 14,139

項　目 単位 1カ月後 項　目 単位 1日後

総人口 人 17,237 ③１人１日平均排出量 Ｌ/人・日 1.70

水洗化人口 人 15,874
断水による

仮設トイレ必要人数
人 942

上水道断水率 ％ 13.0% ①仮設トイレ必要人数 人 2,442

汲取人口 人 1,363
①+②災害時における
し尿収集必要人数

人 3,686

避難所避難者数 人 1,500 仮設トイレ必要基数 基 32

②非水洗化区域
し尿収集人口

人 1,244 し尿収集必要量 L/日 6,267
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１－３．避難所ごみ発生量 

避難所ごみの推計式（例）を以下に示す。避難所ごみは避難者数に発生原単位

を乗じて推計する。 

 
 

門川町における発生源単位 925g/人・日（令和５年度） 

出典：令和５年度環境省一般廃棄物実態調査 

 

 

１－４. 既存の廃棄物処理施設における災害廃棄物等の処理可能量の試算 

既存処理施設での災害廃棄物処理可能量については、環境省の災害廃棄物対策指針

【技術資料 14-４】（平成 31 年４月改定）に示される方法に準拠して推計を実施す

る。 

 

＜災害廃棄物等の処理可能量の定義＞ 

〇処理可能量は統計データ等を用いて年間処理量（年間埋立処分量）の実績に分担率

を乗じて試算する。 

① 焼却（溶融）処理施設：処理可能量＝年間処理量（実績）×分担率 

② 最終処分場：埋立処分可能量＝年間埋立処分量（実績）×分担率 

 

（参考） 

〇各施設の公称能力を最大限活用することを前提として試算する方法もあるが、地域

の事情や施設の稼働状況等を考慮して、慎重に設定する必要がある。 

① 焼却（溶融）処理施設：処理可能量＝公称能力－通常時の処理量 

② 最終処分場：埋立処分可能量＝残余容量－年間埋立量×10 年※ 

※残余年数を 10 年残すことを前提として設定 

 

＜制約条件の設定の考え方＞ 

〇定量的な条件設定が可能で、災害廃棄物等を実際に受入れる際に制約となり得る条

件を複数設定する。 

〇焼却（溶融）処理施設の被災を考慮し、想定震度別に施設への被災の影響率を設定

する。 

 制約条件の考え方 

焼却（溶融）処理施設 

稼働年数 
稼働年数による施設の経年劣化の影響等による処理能力の

低下を想定し、稼働年数が長い施設を対象外とする。 
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処理能力（公称能力） 
災害廃棄物処理の効率性を考え、ある一定規模以上の処理

能力を有する施設のみを対象とする。 

処理能力（公称能力） 

に対する余裕分の割合 

ある程度以上の割合で処理能力に余裕のある施設のみを対

象とする。 

年間処理量（実績） 

に対する分担率 

通常時の一般廃棄物との混焼での受入れを想定し、年間処

理量（実績）に対する分担率を設定する。 

最終処分場 

残余年数 
次期最終処分場整備の準備期間を考慮し、残余年数が一定

以上の施設を対象とする。 

年間埋立処分量（実

績）に対する分担率 

通常の一般廃棄物処理と併せて埋立処分を行うと想定し、

年間埋立処分量（実績）に対する分担率を設定する。 

出典：災害廃棄物対策指針【技術資料 14-４】（平成 31 年４月改定 環境省） 

 

＜試算シナリオ設定＞ 

試算条件の検討で検討した制約条件を考慮し、環境省の災害廃棄物対策指針【技術

資料 14-４】に示す方法に準拠し、既存処理施設での処理可能量のシナリオ設定を行

う。 

 

〇一般廃棄物処理施設については、現状の稼働（運転）状況に対する負荷を考慮して

安全側となる低位シナリオから災害廃棄物等の処理を最大限行うと想定した高位シ

ナリオ、また、その中間となる中位シナリオを設定し、処理可能量を試算した。 

〇シナリオの設定にあたっては、東日本大震災での実績を参照し、できるだけ現実的

な設定となるよう留意した。 

 

廃棄物処理施設における処理可能量試算シナリオの設定 

〈一般廃棄物焼却（溶融）処理施設〉 

 低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ 

稼働年数 
20 年超の施

設を除外 

30 年超の施

設を除外 
制約なし 

処理能力（公称能力） 
100t/日未満

の施設を除外 

50t/日未満の

施設を除外 

30t/日未満の

施設を除外 

処理能力（公称能力）に対する余

裕分の割合 

20％未満の施

設を除外 

10％未満の施

設を除外 
制約なし 

年間処理量の実績に対する分担率 最大で 5％ 最大で 10％ 最大で 20％ 

〈一般廃棄物最終処分場〉 

 低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ 

残余年数 10 年未満の施設を除外 

年間埋立処分量の実績に対する分

担率 
最大で 10％ 最大で 20％ 最大で 40％ 

出典：災害廃棄物対策指針【技術資料 14-４】（平成 31 年４月改定 環境省） 
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２ 仮置場の必要面積の推計 

以下では、発生した災害廃棄物の全量を仮置きできる面積を求める「方法１：

最大で必要となる面積の算定方法」と、「方法２：処理期間を通して一定の割合で

災害廃棄物の処理が続くことを前提とした算定方法」の２通りを示す。方法２は

仮置場からの搬出を考慮した方法であることから、方法１と比較すれば実態を考

慮した値が得られると期待できる。一方、安全側を見て最大値を把握したい場合

や簡易な方法で算定したい場合は方法１を活用する。 
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【仮置場必要面積の試算】 

以下で、方法１、方法２による仮置場の必要面積の試算を示す。 

 

＜試算条件＞ 

 

 

 

 

 

 

＜方法１：最大で必要となる面積の算定方法＞ 

推計式：面積＝仮置量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

    ＝20 万トン÷0.4 トン/㎥÷５ｍ×（１＋１） 

    ＋80 万トン÷1.1 トン/㎥÷５ｍ×（１＋１）≒49 万㎡ 

 

＜方法２：処理期間を通して一定の割合で災害廃棄物の処理が続くことを前提とした算定方法＞ 

推計式：処理量＝災害廃棄物の発生量÷処理期間＝100 万トン÷３年＝約 33.3 万トン 

集積量＝災害廃棄物の発生量－処理量＝100 万トン－約 33.3 万トン＝約 66.7 万トン 

 

可燃物の必要面積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

 

        ＝約 66.7 万トン×20％÷0.4 トン/㎥÷５ｍ×（１＋１）＝約 13 万㎡ 

 

不燃物の必要面積＝約 66.7 万トン×80％÷1.1 トン/㎥÷５ｍ×（１＋１）＝約 19 万㎡ 

 

災害廃棄物の必要面積＝約 13 万㎡＋約 19 万㎡＝約 32 万㎡ 

 

※「集積量（トン）÷見かけ比重（トン/㎥）」＝容積（㎥） 

 

方法 各手法の特徴 

１ 

最も簡易な手法であり、電卓でも計算ができる。安全側を見て最大値を把握したい

場合に適している。巨大災害時など、発災初期に災害廃棄物の収集・撤去に注力し、

処理の開始が遅くなる場合に当てはまる。しかし、収集・撤去と処理が並行して進

められる多くの災害では、算定結果と実態がかい離しがちである。 

２ 

災害廃棄物の搬出も考慮した手法であるため、方法１と比較すれば実態を考慮した

値が得られると期待できる。また比較的簡単な条件設定で算定することが可能であ

り、電卓でも計算ができる。前頁の「算定にあたっての注意点」で示したとおり、

処理期間の設定に合わせて災害廃棄物の集積期間を設定することが必要であり、推

計に当たっては注意を要する。 

 

・災害廃棄物の発生量：ここでは 100 万トンと設定 

・可燃物の割合：平成 28 年熊本地震の実績に基づき 20％と設定 

・可燃物の発生量：20 万トン 

・不燃物の割合：80％（＝100－可燃物の割合） ・不燃物の発生量：80 万トン ・災害

廃棄物の処理期間：ここでは３年と設定 

※ 
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３ 仮置場候補地のレイアウト 

西門川活性化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google 

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 

  

受付 

家電製品 
(4 品目) 

４品目以外 
の家電類 

金属類 
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南町近隣公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google 

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 
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門川海浜総合公園 多目的広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google  

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 

  

受付 

ガラス 
陶磁器瓦 

畳 

家電製品 
(4 品目) 

４品目 

以外の 
家電類 金属類 

コンクリートがら 

廃ﾀｲﾔ 

予備スペース 

ソファー 
マット 
布団 

木質系 
廃棄物 

不燃物 

石膏ボード 

スレート 



21 

門川海浜総合公園 野球場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google  

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 

 

受付 

ガラス 
陶磁器瓦 

畳 

家電製品 

(4 品目) 

４品目以外 

の家電類 

金属類 

コンクリート 
がら 

予備 
スペース 

ソファー 

マット 
布団 

木質系 
廃棄物 

不燃物 

石
膏
ボ
⒯
ド 

廃 

ﾀ 
ｲ 
ﾔ 

ス
レ
⒯
ト 
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門川海浜総合公園 中央広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google  

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 

  

ソファー 
マット 
布団 

受付 

ガラス 
陶磁器

瓦 

 

畳 

木質系 
廃棄物 

家電製品 

(4 品目) 

４品目 

以外の 
家電類 

金 

属 
類 

石
膏
ボ
⒯
ド 

不燃物 

コンクリー
トがら 

廃 
ﾀ 

ｲ 
ﾔ 

ス
レ
⒯
ト 

予備 
スペース 



23 

門川町海浜総合公園 中央広場・駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google  

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 

受付 

ガラス 
陶磁器瓦 金属類 

石
膏
ボ
⒯
ド 不燃物 

コンク

リート

がら 
ス
レ
⒯
ト 

予備 
スペース 
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門川町清掃工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google  

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 

  

受付 

畳 

家
電
４
品
目 

金 
属 

類 

石
膏
ボ
⒯
ド 

廃 
ﾀ 
ｲ 

ﾔ 

ス
レ
⒯
ト 

ソファー 
マット 

布団 

ガラス 
陶磁器

瓦 

木質系 
廃棄物 

不燃物 

コンクリート
がら 

家
電
類 
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門川防災ダムグラウンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空写真は Google  

※人員配置の例（   交通誘導員   受付   分別指導や荷下ろし補助） 

 

ソファー 
マット 
布団 

ガラス 
陶磁器

瓦 
畳 

家電製品 

(4 品目) 

４品目 
以外の 
家電類 

金 

属 
類 

不燃物 

コンクリー
トがら 

ス
レ
⒯
ト 

受付 
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４ 災害廃棄物処理に係る関係法令 

４－１．環境関連法 

 

法 律 適用範囲等 

大気汚染防止法 火格子面積が２㎡以上、又は処理能力が１時間当り２００ｋ

ｇ以上のごみ焼却炉は本法の「ばい煙発生施設」に該当す

る。 

水質汚濁防止法 処理能力が１時間当り２００ｋｇ以上又は、火格子面積が２

㎡以上のごみ焼却施設から河川、湖沼等公共用水域に排出す

る場合、本法の特定施設に該当する。 

廃棄物処理法、

自治体独自の条

例（ミニアセス

の告示、縦覧） 

処理能力が１日５ｔ以上のごみ処理施設（焼却施設において

は、１時間当り２００ｋｇ以上又は火格子面積が２㎡以上）

や最終処分場は本法の適用を受ける。 

騒音規制法 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以

上）は本法の特定施設に該当し、知事の指定地域で規制対象

となる。 

振動規制法 圧縮機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上）は、本法の特

定施設に該当し、知事が指定する地域で規制対象となる。 

悪臭防止法 本法においては、特定施設制度をとっていないが、知事が指

定する地域では規制をうける。 

ダイオキシン類

対策特別措置法 

工場又は事業場に設置される廃棄物焼却炉その他施設で、焼

却能力が１時間当り５０ｋｇ以上又は火格子面積が０．５㎡

以上の施設で、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出又

はこれを含む汚水もしくは、排水排出する場合、本法の特定

施設に該当する。 

土壌汚染対策法 有害物質使用特定施設を廃止したとき、健康被害が生ずる恐

れがあるときは本法の適用を受けるが、清掃工場は有害物質

使用特定施設には該当しない。しかし、都道府県条例で排水

処理施設を有害物の「取り扱い」に該当するとの判断をし

て、条例を適用する場合がある。 

下水道法 

（放流水） 

１時間当り２００ｋｇ以上又は火格子面積が２㎡以上の焼却

施設は、公共下水道に排水を排出する場合、本法の特定施設

に該当する。 
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４－２．仮置場や集積所、処理施設等の許可関連法 

 

都市計画法（開

発行為許可、開

発審査会） 

都市計画区域内に、本法で定めるごみ処理施設を設置する場

合、都市施設として計画決定が必要となる。 

建築基準法（処

理施設位置決

定、都市計画審

議会） 

５１条で都市計画決定がなければ建築できないとされてい

る。同条但し書きでは、その敷地の位置が都市計画上支障が

ないと認めて許可した場合及び増築する場合にはこの限りで

はない。 

建築物を建築しようとする場合、建築主事の確認が必要。 

なお、用途地域別の建築物の制限がある。 

河川法 河川区域内の土地において工作物を建築し、改築し、又は除

去する場合は河川管理者の許可が必要。 

農地法（農地転

用） 

工場を建設するために農地を転用する場合の制限。 

都市公園法、自

然公園法 

都市公園法、国立公園又は国定公園の特別地域において工作

物を新築し、改築し、又は増築する場合、都市公園、国立公

園又は国定公園の普通地域において、一定の基準を超える工

作物を新築し、改築し、又は増築する場合の制限。 

 


